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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１０月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２５年６月１３日 ０６時１６分ごろ 

発生場所 新潟県新潟市関屋分水路河口北北東方沖 

 新潟市所在の新潟港西区西突堤灯台から真方位２３０°７,４００ｍ

付近 

 （概位 北緯３７°５４.９′ 東経１３９°００.３′） 

事故調査の経過  平成２５年６月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 第八十八新昌
しんしょう

丸、１９トン 

   ２６０－３９８３４新潟、有限会社ヤマナカタグ外３名 

   １５.００ｍ（Lr）×５.２０ｍ×１.９４ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、１,１４７.４０kＷ（合計）、平成１１年

６月 

Ｂ 台船 第五英和
え い わ

号、６３０トン 

   なし、有限会社瑞穂重機 

   ３５.００ｍ×１７.００ｍ×３.００ｍ、鋼 

   なし、昭和５６年５月 

Ｃ 作業船 諒
りょう

丸、５トン未満 

   ２２０－１８２１５新潟、有限会社ヤマナカタグ 

   １０.００ｍ（Lr）×２.７３ｍ×１.０６ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２１３.３０kＷ、平成８年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録日 昭和５０年４月１５日 

    免許証交付日 平成２３年１月１３日 

           （平成２８年２月６日まで有効） 

Ｂ 船団長 男性 ５９歳 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ６８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５８年９月２１日 

    免許証交付日 平成２５年１月２２日 
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           （平成３０年９月２０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 機関に濡損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が、Ｂ船は、船団長ほか４人が、Ｃ船は、

船長Ｃが１人でそれぞれ乗り組み、Ａ船を先頭にＢ船、Ｃ船の順にえ
．

い
．
航索でつないで引船列（以下「本件引船列」という。）を構成してお

り、本件引船列は、消波ブロックの撤去作業を行うため、平成２５年

６月１３日０４時４５分ごろ、新潟港西区を出港し、関屋分水路河口

沖の作業現場に向かった。 

 Ａ船は、作業現場付近では水深が浅く、Ｂ船をえい
．．

航することがで

きないので、同現場の沖でＢ船のえい
．．

航をＣ船と交代することとなっ

ていた。 

 船団長は、通常、Ｂ船のえい
．．

航をＡ船からＣ船に交代する場所（以

下「交代場所」という。）に着き、行きあしがなくなれば、船長Ａ及び

船長Ｃに対し、えい
．．

航の交代を口頭で指示し、Ａ船は、船尾とＢ船の

船首に取っていたえ
．
い
．
航索を離して沖で待機を行い、Ｃ船は、船首と

Ｂ船の船尾に取っていたえい
．．

航索（以下「船首索」という。）を離した

後、事前にＢ船の船尾に取っていた別のえい
．．

航索（以下「船尾索」と

いう。）をＣ船の船尾に取ってＢ船を作業現場に向けてえい
．．

航してい

た。 

 本件引船列は、交代場所に向けて約４～５ノットの対地速力で南西

進中、船団長が、風が強いと感じたので、船長Ｃに対し、風が強いか

ら、Ｂ船が流されないように注意が必要な旨を口頭で伝えたものの、

えい
．．

航の準備を始めるよう、指示を行っていなかった。 

 船長Ｃは、行きあしが弱くなり、交代場所付近に近づいたので、船

団長から、えい
．．

航の準備を始めるよう、指示を受けたと思い、船首索

を離して船尾索を取ったところ、Ｃ船は、船尾索に船尾が引かれて右

回りし、左舷側に傾斜して左舷中央部にある操舵室の出入口から海水

が入り、０６時１６分ごろ、関屋分水路河口北北東方沖において、左

舷側に転覆した。 

 船長Ｃは、本事故発生前、船首甲板にいたが、Ｃ船が転覆する直

前、海に飛び込み、船底を上にした状態のＣ船にはい上がった。 

 船団長は、転覆したＣ船を見て船長Ａに船長Ｃを救助するように指

示し、船長Ａは、Ａ船のえい
．．

航索を離してＣ船に向かい、船長Ｃを救

助した。 

 Ｃ船は、その後、本事故発生場所で沈没したが、クレーン台船で引
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き揚げられ、新潟港西区に陸揚げされた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風速 約７.１m/s（最大瞬間風速 

約１１.４m/s）、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

 新潟市には６月１２日１６時３４分に強風注意報が発表され、本事

故発生当時は継続中であった。 

 その他の事項  船団長は、船長Ａ及び船長Ｃに口頭で指示を出す際、トランシーバ

ーやマイクロホンを使用していなかった。 

船長Ｃは、Ｃ船が左舷側に傾斜して浸水した際、操舵室に戻ってＣ

船を立て直そうとしたが、転覆した場合に操舵室から脱出できなくな

ると思い、海に飛び込んだ。 

 船首索は、直径約４５㎜、長さ約１.５～２ｍ、船尾索は、直径約４

５㎜、長さ約３０ｍで、共に化学繊維製のエイトロープであり、両索

端にアイスプライス（輪）を設けていた。 

 船長Ｃは、ベルト型の作業用救命衣を着用しており、体調に問題は

なかった。 

 本件引船列の乗組員は、本事故発生当時、関屋分水路河口北北東方

沖での消波ブロック撤去作業を約１０回行っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 本件引船列は関屋分水路河口北北東方沖を作業現場に向けて南西進

中、船長Ｃが、行きあしが減じられ、交代場所付近に接近したので、

船団長からえい
．．

航の準備を始めるように指示を受けたと思い込み、船

首索を離して船尾索をＣ船の船尾に取ったことから、Ｃ船は、船尾索

に船尾が引かれて右回りし、左舷側に傾斜して左舷中央部にある操舵

室の出入口から海水が入り、転覆したものと考えられる。 

原因  本事故は、本件引船列が関屋分水路河口北北東方沖を作業現場に向

けて南西進中、船長Ｃが、行きあしが減じられ、交代場所付近に接近

したので、船団長からえい
．．

航の準備を始めるように指示を受けたと思

い込み、船首索を離して船尾索をＣ船の船尾に取ったため、Ｃ船は、

船尾索に船尾が引かれて右回りし、左舷側に傾斜して左舷中央部にあ

る操舵室の出入口から海水が入り、転覆したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・複数の船舶間で作業を行う場合は、指示内容を確認するととも

に、作業手順に従うこと。 

・作業内容を口頭で指示する場合、気象条件等により、指示内容が
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確実に伝わらないことがあるので、トランシーバー又はマイクロ

ホンを使用することが望ましい。 

 

 


